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ⓛ
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土
日
祝
の
運
行

ೃ

市
が
運
行
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
の
土
曜
、
日
曜
、
祝
日

の
運
行
を
、
７
月
１
日
よ
り
変
更

し
す
。
対
象
は
次
の
路
線
で
す
。

Ǟ
土
曜
日
の
運
行
を
廃
止
す
る
路

線
＝
田
原
根
子
町
線
、
伊
手
口
沢

線
、
梁
川
大
岳
線
、
広
瀬
青
谷
線
、

田
原
原
体
線
、
稲
瀬
大
迫
線

Ǟ
日
曜
日
・
祝
日
の
運
行
を
廃
止

す
る
路
線
＝
米
里
学
間
沢
線

■
問
い
合
わ
せ
＝
本
庁
元
気
戦
略

室
（
内
線
４
６
２
）

ឹ
ஹ
ᡸ
Პ
ᶲ
者
⒭
の

ዀ
相
談

認
知
症
や
寝
た
き
り
な
ど
の
高

齢
者
で
、
口
腔
機
能
に
問
題
の
あ

る
人
の
歯
科
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。

■
対
象
＝
口
腔
清
掃
が
不
足
し
て

誤
嚥
性
肺
炎
な
ど
に
つ
な
が
る
恐

ご

え
ん

れ
の
あ
る
人
、
口
の
渇
き
が
あ
る

人
、
む
せ
や
す
い
人
、
飲
み
込
み

の
心
配
の
あ
る
人
な
ど
■
相
談
方

法
＝
陰
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
家
庭

訪
問
隠
電
話
相
談
ま
た
は
来
所
相

談
■
相
談
費
用
＝
無
料
■
申
し
込

み
方
法
＝
申
込
書
を
提
出
ま
た
は

電
話
で
申
し
込
み
■
問
い
合
わ

せ
・
申
込
先
＝
本
庁
健
康
増
進
課

健
康
づ
く
り
係
（
水
沢
保
健
セ
ン

タ
ー
・
察
姥
４
５
１
１
）

Ђ
ᡸ
サ
ー
⓻
ス
助
成
ը

を

գ
用
す
る
Ϻ
は
手
ᐚ
⒂
を

市
は
、
訪
問
介
護
お
よ
び
訪
問

入
浴
介
護
の
利
用
者
に
対
し
て
助

成
を
行
っ
て
い
ま
す
。
次
の
要
件

に
当
て
は
ま
る
人
は
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

■
対
象
＝
介
護
保
険
料
の
未
納
が

な
く
、
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課

税(

陰)

ま
た
は
世
帯
全
員
が
所
得

税
非
課
税(

隠)

■
助
成
額
＝
陰
介

護
報
酬
の
１
０
０
分
の
７
隠
介
護

報
酬
の
１
０
０
分
の
２
■
問
い
合

わ
せ
・
申
請
先
＝
本
庁
長
寿
社
会

課
高
齢
者
福
祉
係（
内
線
２
８
９
）、

各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

ӻ
ጣ
手
য়
の
現

࣑

提
出
を
ਛ
Ⓛ
⒏
⒠

児
童
手
当
の
受
給
を
継
続
す
る

た
め
に
は
、
毎
年
６
月
に
現
況
届

の
提
出
が
必
要
で
す
。
対
象
者
に

は
個
別
に
通
知
し
ま
す
の
で
、
忘

れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
集
中
受
付
期
間
＝
６
月

日
鐘

21

～

日
鍾
（
江
刺
区
は
６
月

日

27

20

鍾
～

日
鞘
）
※
飾
蒸
を
除
く
■

23

受
付
時
間
＝
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時
（
水
沢
区
・
江
刺
区
は
午
前

９
時
～
）
■
問
い
合
わ
せ
・
提
出

先
＝
本
庁
子
ど
も
・
家
庭
課
家
庭

福
祉
係
（
内
線
２
３
４
）、
各
総
合

支
所
児
童
手
当
担
当
課

教
ዀ
ೆ
ࣙ
ኍ
会

小
学
校
用
・
中
学
校
用
・
高
等

学
校
用
の
教
科
書
を
展
示
し
ま
す
。

■
日
時
＝
６
月

日
鞘
～
７
月
５

16

日
鐘
（
飾
蒸
を
除
く
）
午
前
９
時

～
午
後
５
時
■
場
所
＝
江
刺
総
合

支
所
３
１
１
会
議
室
■
問
い
合
わ

せ
＝
市
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校

教
育
課
（
江
刺
総
合
支
所
・
内
線

４
２
９
）

出
մ
無
料
֝
ӈ
相
談
会

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で
悩
ん
で
い

ま
せ
ん
か
？

労
働
者
と
使
用
者

と
の
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ

い
て
、
県
労
働
委
員
会
の
委
員

（
弁
護
士
、
労
働
団
体
役
員
、
経

営
者
な
ど
）
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
日
時
＝
６
月

日
上
午
後
１
時

24

～
４
時
■
場
所
＝
奥
州
地
区
合
同

庁
舎
■
そ
の
他
＝
事
前
予
約
優
先

（
当
日
午
後
３
時
ま
で
、
会
場
で

の
予
約
も
可
）
■
問
い
合
わ
せ
・

予
約
先
＝
県
労
働
委
員
会
事
務
局

（
錆
０
１
２
０
―
６
１
０
―
７
９

７
）

ࡷ
⒄
⒍
య

ԇ
演

։
団
わ
Ⓘ
⒨
এ
┇
┍
ー
ⓠ
カ
ル

■
日
時
＝
７
月
２
日
醤
午
後
２
時

開
演
（
午
後
１
時
半
開
場
）
■
入

場
料
＝
全
席
自
由
Ǟ
一
般
２
千
円

（
当
日
２
５
０
０
円
）
Ǟ
高
校
生

以
下
千
円
（
当
日
１
５
０
０
円
）

※
チ
ケ
ッ
ト
販
売
中
。
宝
く
じ
助

成
に
よ
り
、
特
別
料
金
と
な
っ
て

い
ま
す
。
■
場
所
・

問
い
合
わ
せ
＝
前
沢

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

（
察
悦
７
１
０
０
）

ፀ

܌
ຽ
լ
ኜ
ූ
߂
会

33江
刺
区
内
の
神
楽
団
体
が
一
堂

に
会
し
、
舞
を
披
露
し
ま
す
。

広告

25広報おうしゅう

■
日
時
＝
６
月

日
醤
午
前

時

25

10

～
午
後
２
時
■
場
所
＝
江
刺
総
合

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
■
出
演

団
体
＝
和
田
神
楽
、
歌
書
神
楽
、

小
田
代
神
楽
、
川
内
神
楽
、
鴨
沢

神
楽
■
招
待
団
体
＝
宿
大
乗
神

し
ゅ
く
だ
い
じ
ょ
う
か
ぐ

楽
（
北
上
市
）
■
入
場
料
＝
無
料

ら■
問
い
合
わ
せ
＝
市
教
育
委
員
会

事
務
局
歴
史
遺
産
課
（
江
刺
総
合

支
所
・
内
線
４
４
２
）

တ
入
Ⓛ
⒠
Ⓗ
る
တ
ပ
⒠

ઝ
⏢

６
月
は
火
入
れ
に
よ
る
火
災
が

多
発
し
ま
す
。
刈
草
焼
き
や
休
耕

田
の
野
焼
き
な
ど
の
火
入
れ
を
行

う
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
消
防
署

へ
連
絡
し
、
水
バ
ケ
ツ
な
ど
の
消

火
準
備
を
し
た
上
で
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
焼
却
中
は
そ
の
場
を
離
れ

な
い
よ
う
に
し
、
風
の
強
い
日
は

中
止
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
＝
奥
州
金
ケ
崎
行

政
事
務
組
合
消
防
本
部
予
防
課

（
察
厩
７
２
１
１
）

Ⴕ
Ⴣ
ӹ
៰
試
験
の
ࡸ
施

狩
猟
や
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
な
ど

を
行
う
た
め
に
は
、
狩
猟
免
許
が

必
要
で
す
。
狩
猟
免
許
に
は
、
網

猟
、
わ
な
猟
、
第
一
種
銃
猟
（
装

薬
銃
）、
第
二
種
銃
猟
（
空
気
銃
）

の
４
種
類
が
あ
り
ま
す
。
免
許
の

取
得
に
は
次
の
試
験
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

■
試
験
日
（
申
請
期
間
）
＝
陰
７

月
９
日
醤
（
～
６
月

日
鞘
）
隠

23

９
月

日
醤
（
７
月

日
鉦
～
８

10

24

月

日
鞘
）
韻

月

日
醤
（

25

12

10

10

月

日
鉦
～

月

日
鞘
）
■
試

23

11

24

験
時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
５
時

■
試
験
会
場
＝
陰
隠
県
消
防
学
校

（
紫
波
郡
矢
巾
町
）
韻
岩
手
大
学

学
生
セ
ン
タ
ー
（
盛
岡
市
）
■
そ

の
他
＝
隠
の
試
験
は
、
わ
な
猟
免

許
お
よ
び
第
一
種
銃
猟
免
許
に
限

る
■
受
験
手
数
料
＝
１
種
類
に
付

き
５
２
０
０
円
※
他
の
狩
猟
免
許

所
持
者
は
３
９
０
０
円
■
問
い
合

わ
せ
＝
県
南
広
域
振
興
局
保
健
福

祉
環
境
部
（
察
英
２
４
２
２
）

౬
᠌
を

る
⒧
⒝
⒝
⒂

昔
話
を
語
り
伝
え
る
水
沢
「
プ

レ
ア
デ
ス
」
の
会
の
結
成

周
年

10

の
記
念
公
演
で
す
。
お
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時
＝
６
月

日
上
午
前

時

17

10

～
■
場
所
＝
市
武
家
住
宅
資
料

館
・
旧
内
田
家
住
宅
■
問
い
合
わ

せ
＝
市
武
家
住
宅
資
料
館
（
察
鰻

５
６
４
２
）

鍵をしΐ͈り掛けϽう⒋
虚鍵掛けを習慣にしましょう

ことし４月末までに市内で発生した住宅への侵

入窃盗被害は13件。被害に遭った住宅の多くが鍵を

掛けていませんでした。侵入窃盗は、犯人と鉢合わ

せして凶悪事件に発展する恐れがあります。家族

で鍵掛けの習慣を付けましょう。

許夏場は鍵の掛け忘れに注意

夏場は窓を開けることが多くなります。そのまま

鍵を掛け忘れることのないよう注意しましょう。２

階以上の部屋でも油断は禁物です。

距短時間でも鍵掛けを

ごみ出しや近所への外出、自動車から離れるとき

など、短時間で戻る場合も必ず鍵を掛けましょう。

■問い合わせ＝市防犯協会（本庁生活環境課内・内線211）

Ⓡ月は̇ 鍵͈けਲ਼᫆൛᭸月間̋

町内会などで管理している街路灯・防
犯灯の電気料補助金を受けるためには、
１月～12月分の電気料を翌年１月に市へ
申請する手続きが必要です。申請期間は
決まり次第お知らせしますが、次の点を
確認してください。

諮補助金の対象となる設置基準がありま

す。街路灯を新設する場合は、工事前

に市へご相談ください

諮毎月の電気料の領収書と請求内訳書は

必ず保管しておいてください

諮町内会など管理団体の代表者（担当者）

が変更になった場合は、変更届出書を

提出してください

■問い合わせ＝本庁維持管理課管理係

（内線512）、各総合支所地域整備課

街街街街街街街路灯電気料補助金
のお知らせ

広告




